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災害時における消防用水、生活用水等の供給の協力に関する協定書 

 

姫路市（以下「甲」という。）と大阪広域生コンクリート協同組合（以下「乙」という。）

は、次のとおり災害時における消防用水、飲料水以外の生活用水等の供給の協力に関する協

定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、姫路市及びその周辺で、地震、風水害、火災等の大規模災害（以下「災

害」という。）が発生した場合において、甲が乙に対し、消防用水、飲料水以外の生活用

水等の供給の協力を要請するときに必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請等） 

第２条 甲は、災害が発生し、緊急に応急の処置をとる必要が生じたときは、乙に対し、消

火用水、飲料水以外の生活用水等の供給その他必要な業務（以下「要請業務」という。）

の協力を支援協力要請書（様式第１号）について要請することができる。ただし、文書

をもって要請する暇がないときは口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するもの

とする。 

 （協力） 

第３条 乙は、前条に規定する要請があったときは、特別な理由がない限り、優先的かつ

速やかに要請業務を実施するものとする。 

 （業務報告） 

第４条 乙は、前条の規定により要請業務を実施したときは、甲に対し、速やかに実施報

告書（様式第２号）により、報告するものとする。  

（費用の負担） 

第５条  乙が要請業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、乙による要請業務の終了後、災害発生直前の適正価格に基づき、甲乙

協議の上、定めるものとする。 

 （損害の負担）  

第６条 要請業務により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、その処理及び解決に当たる

ものとする。 

 （車両優先通行の確保） 

第７条 甲は、災害時において乙が消防用水、飲料水以外の生活用水等を供給する車両を

優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

（平常時の活動） 

第８条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換や甲

が行う防災訓練への参加等に努め、緊急時に備えるものとする。 

（連絡責任者） 



第９条 甲及び乙は、第２条の規定による要請業務の支援の要請に関する事項の伝達及び

これに関する連絡を円滑に行うため連絡責任者を定め、通知するものとする。また、連絡

責任者を変更したときも同様とする。 

（解除） 

第１０条 甲又は乙は、必要があると認めるときは、この協定を解除することができる。こ

の場合において、解除する日の１か月前までに書面により相手方に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次に掲げる者に該当するときは、この協定を解

除することができる。 

 ⑴ 暴力団（姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第２条第１号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（姫路市暴力団排除条例第２条第２

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員が役員（法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）において、業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

をいう。以下同じ。）として経営に関与している者（実質的に関与している場合を含

む。） 

⑶ 暴力団員を相当の責任の地位にある者（役員以外で業務に関し監督する責任を有す

る使用人をいう。以下同じ。）として使用し、又は代理人として選任している者 

⑷ 次に掲げる行為をした者を、役員等（法人等にあっては役員その他経営に実質的に

関与している者又は相当の責任の地位にある者をいい、個人にあってはその者又は経

営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。以下同じ。）

としている者 

ア 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団若し

くは暴力団員の威力を利用する行為 

イ 暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を

有していると認められる行為 

（協議） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を

行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議

して、定めるものとする。  

（協定の期間） 

第１２条 この協定の期間（以下「協定期間」という。）は、この協定を締結した日から１

年間とする。ただし、協定期間満了の日の１月前までに、甲又は乙からも相手方に対し



何らの申出もないときは、協定期間は期間満了の日の翌日から更に１年間延長するもの

とし、以後においても同様とする。  

 

本協定の証として、本書２通を作成し、甲乙が署名の上、それぞれ各１通を保有するも

のとする。 

 

令和４年（2022 年）９月２９日  

 

 

 

 

甲 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市  

 

 

姫 路 市 長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

乙 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番７号  

新瓦町ビル５階 

大阪広域生コンクリート協同組合 

 

 

                   理   事   長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

  



様式第１号（第２条関係） 

応援要請書 

 

１ 火災、災害等の状況及び業務内容 

 

 

２ 応援を必要とする車両、資機材等の台数及び人員数 

車両数 資機材数 人員数 

   

 

３ 応援を必要とする日時、場所及び期間 

 (1) 派遣希望日時 

 

 

 (2) 派遣場所 

 

 

 (3) 派遣期間 

 

 

４ 現場責任者及び県内市町等担当者 

 

 

５ その他必要な事項 

 

令和  年  月  日   

 

大阪広域生コンクリート協同組合理事長 様 

 

                姫路市長 清元 秀泰 



様式第２号（第４条関係） 

応援報告書 

 

１ 火災、災害等の状況及び業務内容 

 

 

２ 応援に要した車両、資機材等の台数及び人員数 

車両数 資機材数 人員数 

   

 

３ 応援した日時、場所及び期間 

 (1) 派遣日時 

 

 

 (2) 派遣場所 

 

 

 (3) 派遣期間 

 

 

４ 現場責任者及び県内市町等担当者 

 

 

５ その他報告事項 

 

 

令和  年  月  日   

 

姫路市長 清元 秀泰 様 

 

            大阪広域生コンクリート協同組合理事長 


